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第１章 総  則  

 

（ 目  的 ）   

第 １ 条  こ の 就 業 規 則 （ 以 下 「 規 則 」 と い う 。） は 、

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ア ヴ ェ ニ ー ル が 運 営 す る ア ヴ ェ ニ ー ル サ

ポ ー ト （ 以 下 「 会 社 」 と い う 。） の 従 業 員 の 労 働 条 件 、

服 務 規 律 そ の 他 の 就 業 に 関 す る 事 項 を 定 め る も の で

あ り 、 事 業 目 的 の 達 成 と 職 場 秩 序 の 維 持 確 立 を 図 る

こ と を 目 的 と す る 。  

２  こ の 規 則 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 労 働 基

準 法 そ の 他 の 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ る 。   

（ 適 用 範 囲 ・ 従 業 員 の 定 義 ）   

第 ２ 条  こ の 規 則 は 、 第 ２ 章 で 定 め る 手 続 き に よ り

採 用 さ れ た す べ て の 従 業 員 に 適 用 す る 。   



２  こ の 規 則 に お い て 、 従 業 員 と は 、 次 の 各 号 に 定

め る 者 を い う 。   

① 職 員 : 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 に 定 め る 以 外 の 者   

② 有 期 契 約 職 員 : 第 ３ 号 お よ び 第 ４ 号 以 外 の 者 で

あ っ て 、 ３ 年 以 内 の 期 間 を 定 め て 採 用 さ れ た 者  

 ③ パ ー ト タ イ ム 職 員 : １ 日 の 所 定 労 働 時 間 が ７ 時

間 以 下 ま た は １ 週 間 の 所 定 労 働 時 間  35 時 間 以 下 の 者

で あ っ て 、 労 働 日 及 び 労 働 日 に お け る 労 働 時 間 を 定

め て 採 用 さ れ た 者   

④ 登 録 型 ホ ー ム ヘ ル パ ー : 月 、 週 ま た は 日 の 所 定

労 動 時 間 が 、 一 定 期 間 ご と に 作 成 さ れ る 勤 務 表 に よ

り 非 定 型 的 に 特 定 さ れ る 者   

 

（ 規 則 の 遵 守 ）   

第 ３ 条  会 社 及 び 従 業 員 は 、 と も に こ の 規 則 を 守 り 、

相 協 力 し て 事 業 の 発 展 に 努 め な け れ ば な ら な い 。   

 



第 ２ 章   採 用 及 び 異 動 等 

 

（ 採 用 手 続 き ）   

第 ４ 条  会 社 は 、 第 ２ 条 第 ２ 項 の 区 分 に 応 じ 就 職 希

望 者 の う ち か ら 選 考 し て 、 従 業 員 を 採 用 す る 。  

（ 労 働 契 約 期 間 及 び 労 働 契 約 の 更 新 ）   

第 ５ 条  労 働 契 約 期 間 を 定 め る 場 合 に は 、 ３ 年 以 内

の 範 囲 で 採 用 の 際 に 個 別 に そ の 期 間 を 定 め る 。   

２  労 働 契 約 期 間 の 満 了 後 、 引 き 続 き 就 業 さ せ る 必

要 を 認 め た と き は 、 労 働 契 約 を 更 新 す る 。   

３  契 約 の 更 新 に 当 た っ て は 、 契 約 期 間 満 了 時 の 業

務 量 、 従 業 員 の 勤 務 成 績 、 態 度 、 従 業 員 の 能 力 及 び

会 社 の 経 営 状 況 に よ り 判 断 す る 。  

 

（ 採 用 時 の 提 出 書 類 ）   

第 ６ 条  従 業 員 に 採 用 さ れ た 者 は 、 次 の 書 類 を 採 用

日 か ら ２ 週 間 以 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   



① 履 歴 書   

② 住 民 票 記 載 事 項 の 証 明 書  

 ③ 職 歴 の あ る 者 に あ っ て は 、 年 金 手 帳 及 び 雇 用

保 険 被 保 険 者 証   

④ そ の 他 会 社 が 指 定 す る も の   

２  前 項 の 提 出 書 類 の 記 載 事 項 に 変 更 を 生 じ た と

き は 、 速 や か に 書 面 で こ れ を 届 出 な け れ ば な ら な い 。   

 

（ 試 用 期 間 ）   

第 ７ 条  新 た に 採 用 し た 者 に つ い て は 、 採 用 の 日 か

ら ３ か 月 間 を 試 用 期 間 と す る 。 た だ し 、 会 社 が 適 当

と 認 め る と き は 、 こ の 期 間 を 短 縮 し 、 又 は 設 け な い

こ と が あ る 。   

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 型 ホ ー ム ヘ ル

パ ー の 試 用 期 間 は 、 初 出 勤 の 日 か ら １ か 月 と す る 。  

３  試 用 期 間 中 に 従 業 員 と し て 不 適 格 と 認 め ら れ

た 者 は 、 解 雇 す る こ と が あ る 。 た だ し 、 入 社 後 14



日 を 経 過 し た 者 に つ い て は 、 第 48 条 第 ２ 項 に 定 め

る 手 続 に よ っ て 行 う 。   

４  試 用 期 間 は 、 勤 続 年 数 に 通 算 す る 。  

 

（ 労 働 条 件 の 明 示 ）   

第 ８ 条  会 社 は 、 従 業 員 の 採 用 に 際 し て は 、 採 用 時

の 賃 金 、 就 業 場 所 、 従 事 す る 業 務 、 労 働 時 間 、 休 日

そ の 他 の 労 働 条 件 を 明 ら か に す る た め の 書 面 の 交 付

及 び こ の 規 則 を 周 知 し て 、 労 働 条 件 を 明 示 す る も の

と す る 。  

 

（ 人 事 異 動 ）   

第 ９ 条  会 社 は 、 業 務 上 必 要 が あ る 場 合 は 、 従 業 員

の 就 業 す る 場 所 又 は 従 事 す る 業 務 の 変 更 を 命 じ る こ

と が あ る 。   

２  会 社 は 、 業 務 上 必 要 が あ る 場 合 は 、 従 業 員 を 在

籍 の ま ま 関 係 会 社 へ 出 向 さ せ る こ と が あ る 。   



３  業 務 の 変 更 又 は 出 向 の 命 令 を 受 け た 従 業 員 は 、

正 当 な 理 由 な く こ れ を 拒 む こ と は で き な い 。   

 

（ 休  職 ）   

第  10 条  従 業 員 が 、 次 の 場 合 に 該 当 す る と き は 、

所 定 の 期 間 休 職 と す る こ と が で き る 。   

① 私 傷 病 に よ る 欠 勤 が ３ か 月 を 超 え 、 な お 療 養 を

継 続 す る 必 要 が あ る た め 務 で き な い と 認 め ら れ た

と き 半 年 以 内  

 ② 前 号 の ほ か 、 特 別 な 事 情 が あ り 休 職 さ せ る こ と

が 適 当 と 認 め ら れ る と き 必 要 な 期 間   

２  休 職 期 間 中 に 休 職 事 由 が 消 滅 し た と き は 、 も と

の 職 場 に 復 帰 さ せ る 。 た だ し 、 も と の 職 場 に 復 帰 さ

せ る こ と が 困 難 で あ る か 、 又 は 不 適 当 な 場 合 に は 、

他 の 職 場 に 就 か せ る こ と が あ る 。   

３  第 １ 項 第 １ 号 に よ り 休 職 し 、 休 職 期 間 が 満 了 し

て も な お 傷 病 が 治 癒 せ ず 就 業 が 困 難 な 場 合 は 、 休 職

期 間 の 満 了 を も っ て 退 職 と す る 。  



 

第 ３ 章     服 務 規 律 

 

（ 服  務 ）   

第  11 条  従 業 員 は 、 事 業 目 的 ・ 経 営 方 針 お よ び 社

会 的 責 任 を よ く 理 解 し 、 誠 実 に 職 務 を 遂 行 す る と と

も に 、 会 社 の 指 示 命 令 に 従 い 、 職 務 能 率 の 向 上 、 知

識 及 び 技 能 の 習  得 に 努 め る と と も に 、 互 い に 協 力

し て 職 場 の 秩 序 の 維 持 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 遵 守 事 項 ）   

第  12 条  従 業 員 は 、 次 の 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら

な い 。  

 ① サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た っ て 、 会 社 か ら 指 示 さ れ

た 業 務 の 範 囲 を 逸 脱 し な い こ と  

 ② 常 に 品 位 を 保 ち 会 社 の 名 誉 又 は 信 用 を 傷 つ け る

行 為 を し な い こ と  



 ③ 在 職 中 又 は 退 職 後 に お い て も 業 務 上 知 り 得 た 利

用 者 の 情 報 、 会 社 の 機 密 ・ 情 報 デ ー タ 及 び 会 社 の

不 利 益 と な る 事 項 を 他 に 漏 ら さ な い こ と   

④ 勤 務 中 は 職 務 に 専 念 し 、 み だ り に 勤 務 の 場 所 を

離 れ な い こ と  

 ⑤ 酒 気 を 帯 び て 就 業 す る 等 、 従 業 員 と し て ふ さ わ

し く な い 行 為 を し な い こ と  

 ⑥ 職 務 に 関 し 、 不 当 な 金 品 の 借 用 又 は 贈 与 等 の 利

益 の 供 与 を 受 け な い こ と  ⑦ 会 社 又 は 利 用 者 宅 の 施

設 、 車 両 、 物 品 等 は 大 切 に 取 り 扱 う と と も に 、 業

務 外  の 目 的 に 使 用 し な い こ と  ⑧ 会 社 の 許 可 な く

就 業 場 所 で 宗 教 活 動 ・ 政 治 活 動 又 は 業 務 に 関 係 の

な い 集 会 、 文 書 掲 示 ・ 配 布 ・ 放 送 等 の 行 為 を し な

い こ と   

 

（ セ ク シ ュ ア ル ハ ラ ス メ ン ト の 防 止 ）   

第  13 条  従 業 員 は 、 相 手 方 の 望 ま な い 性 的 言 動 に

よ り 、 他 の 従 業 員 に 不 利 益 や 不 快 感 を あ た え た り 就



業 環 境 を 悪 く す る と 判 断 さ れ る よ う な 行 為 を 行 っ て

は な ら な い 。  

 

（ 出 退 勤 ）   

第  14 条  従 業 員 は 、 出 退 勤 に 当 た っ て は 、 出 退 勤

時 刻 を タ イ ム カ ー ド へ の 打 刻 、 そ の 他  所 定 の 方 法

に よ っ て 記 録 し な け れ ば な ら な い （ 第 ２ 項 に 定 め る

ホ ー ム ヘ ル パ ー は 除 く 。）。   

２  訪 問 介 護 サ ー ビ ス に 従 事 す る ホ ー ム ヘ ル パ ー

で 、 自 宅 か ら 利 用 者 宅 に 直 接 出 向 き 、 サ ー ビ ス 終

了 後 自 宅 へ 直 帰 す る 者 に つ い て は 、 会 社 指 示 に 基

づ く 所 要 の 業 務 連 絡 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 遅 刻 、 早 退 、 欠 勤 等 ）   

第  15 条  従 業 員 が 、 遅 刻 、 早 退 、 欠 勤 又 は 勤 務 時

間 中 に 私 用 外 出 す る と き は 、 事 前 に 申 し 出 て 承 認 を

受 け な け れ ば な ら な い 。   



２  前 項 の 場 合 は 、 第 40 条 に 定 め る と こ ろ に よ り 、

原 則 と し て 不 就 労 分 に 対 応 す る 賃 金 は 控 除 す る 。  

３  傷 病 の た め 欠 勤 が 連 続 し て ３ 日 以 上 に 及 ぶ と

き は 、 医 師 の 診 断 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ４ 章   労 働 時 間 ・ 休 日 

 

（ 労 働 時 間 ・ 休 憩 時 間 ）   

第 16 条  第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 に 定 め る 者 を 除 き 、 労 働

時 間 は 、 １ 週 間 に つ い て は 40 時 間 、 １ 日 に つ い て は

８ 時 間 と し 、 始 業 ・ 終 業 の 時 刻 及 び 休 憩 時 間 は 、 次

の と お り と す る 。 た だ し 、 業 務 の 都 合 そ の 他 や む を

得 な い 事 情 に よ り 、 こ れ ら を 繰 り 上 げ 、 又 は 繰 り 下

げ る こ と が あ る 。   

◇ 始 業 時 刻 ： 午 前 ９ 時 ０ ０ 分  

 ◇ 終 業 時 刻 ： 午 後 ６ 時 ０ ０ 分  

 ◇ 休 憩 時 間 ： １ ２ 時 ０ ０ 分 か ら １ ３ 時 ０ ０ 分   



（ シ フ ト に よ っ て 取 れ な い 場 合 は 時 間 変 動 有 ）  

登 録 型 ホ ー ム ヘ ル パ ー の 労 働 時 間 は 、 登 録 条 件 の 範

囲 内 で 、 か つ 、 １ 週  40 時 間 及 び １ 日 ８ 時 間 以 内 と

し 、 始 業 ・ 終 業 の 時 刻 及 び 休 憩 時 間 は 、 当 該 勤 務 月

の 開 始 前 に 示 す 月 単 位 の 勤 務 表 に よ る こ と と す る 。   

た だ し 、 業 務 の 都 合 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ

り 、 こ れ ら を 繰 り 上 げ 、 又 は 繰 り 下 げ る こ と が あ る 。  

２  業 務 報 告 書 を 作 成 す る 時 間 、 会 社 が 命 じ た 研 修

に 参 加 し た 時 間 、 ホ ー ム ヘ ル パ ー が 事 業 所 、 会 社 の

指 定 す る 集 合 場 所 、 利 用 者 宅 間 を 移 動 す る た め に 通

常 要 す る 時 間 等 は 労 働 時 間 と す る 。   

な お 、 利 用 者 宅 に お け る サ ー ビ ス 提 供 と サ ー ビ ス

提 供 の 間 の 時 間 で あ っ て 、 当 該 利 用 者 宅 間 の 「 通 常

の 移 動 に 要 す る 時 間 」 を １ ０ 分 以 上 超 え 、 か つ 、 自

由 利 用 が で き る 時 間 に つ い て は 、 そ の 超 過 時 間 は 労

働 時 間 と し な い 。  

 

（ 休  日 ）   



第  17 条  前 条 第 １ 項 の 従 業 員 の 休 日 は 、 次 の と お

り と す る 。   

① 土 曜 日 及 び 日 曜 日  

 ② 国 民 の 祝 日  

 ③ 夏 季 休 業 （ ８ 月 １ ３ 日 か ら ８ 月 １ ５ 日 ま で ）  

④ 年 末 年 始 （ 12 月 ２ ９ 日 か ら １ 月 ３ 日 ま で ）  

 ⑤ そ の 他 会 社 が 指 定 す る 日   

２  前 条 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 の 従 業 員 の 休 日 は 、 少

な く と も 毎 週 １ 日 以 上 と し 、 前 条 第 ２ 項 か ら 第 ５

項 に 定 め る 勤 務 表 に よ り 各 人 ご と に 定 め る 。   

３  業 務 の 都 合 に よ り 必 要 や む を 得 な い 場 合 は 、

あ ら か じ め 前 ２ 項 の 休 日 を 他 の 日 に 振 り 替 え る こ

と が あ る 。  

 

（ 時 間 外 及 び 休 日 労 働 等 ）   

第  18 条  業 務 の 都 合 に よ り 必 要 が あ る 場 合 は 、 第  

16 条 の 所 定 の 労 働 時 間 を 超 え 、 又 は 第  17 条 の 所 定



休 日 に 労 働 さ せ る こ と が あ る 。 法 定 労 働 時 間 を 超 え

る 労 働 又 は 法 定 休 日 に お け る 労 働 に つ い て は 、 あ ら

か じ め 会 社 は 従 業 員 の 過 半 数 を 代 表 す る 者 と 書 面 に

よ る 協 定 を 締 結 し 、 こ れ を 所 轄 の 労 働 基 準 監 督 署 長

に 届 け 出 る も の と す る 。   

２  前 項 の 勤 務 を 命 じ ら れ た 従 業 員 は 、 正 当 な 理 由

が な く こ れ を 拒 む こ と は で き な い 。   

３  妊 娠 中 の 女 性 及 び 産 後 １ 年 を 経 過 し な い 女 性 が

請 求 し た 場 合 及 び  18 歳 未 満 の 者 に つ い て は 、 第 １

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 定 時 間 外 、 法 定 休 日 又 は

深 夜 （ 午 後  10 時 か ら 午 前 ５ 時 ま で 。 以 下 同 じ 。） に

労 働 さ せ る こ と は な い 。   

４  小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る

従 業 員 が 当 該 子 を 養 育 す る た め 又 は 要 介 護 状 態 に あ

る 家 族 を 介 護 す る 従 業 員 が 当 該 家 族 を 介 護 す る た め

に 申 し 出 た 場 合 に は 、 第  16 条 及 び 本 条 第 １ 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 事 業 の 正 常 な 運 営 に 支 障 が あ る 場

合 を 除 き 、 １ か 月 に つ い て  24 時 間 、 １ 年 に つ い て  

150 時 間 を 超 え て 時  間 外 労 働 を さ せ る こ と 及 び 深

夜 に 労 働 さ せ る こ と は な い 。   



５  要 介 護 状 態 に あ る 家 族 と は 、 負 傷 、 疾 病 又 は

身 体 上 若 し く は 精 神 上 の 障 害 に よ り 、 2 週 間 以 上 の

期 間 に わ た り 常 時 介 護 を 必 要 と す る 状 態 に あ る 次 の

者 を い う 。  

  ① 配 偶 者 、 父 母 、 子 、 配 偶 者 の 父 母 、  

 ② 同 居 し 、 か つ 扶 養 し て い る 祖 父 母 、 兄 弟 姉 妹 、

孫   

６  ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 従 業 員 が 当 該 子 を

養 育 す る た め に 申 し 出 た 場 合 に は 、 事 業 の 正 常 な 運

営 に 支 障 が あ る 場 合 を 除 き 、 所 定 労 働 時 間 を 超 え て

労 働 さ せ る こ と は な い 。  

第 ５ 章   休 暇 等 

 

（ 年 次 有 給 休 暇 ）   

第  19 条  年 度 毎 に 所 定 労 働 日 の ８ 割 以 上 出 勤 し た

従 業 員 に 対 し て は 、 次 表 の と お り 継 続 勤 務 期 間 に 応

じ た 日 数 の 年 次 有 給 休 暇 を 与 え る 。   



勤 務 継 続

期 間  
0.5 年  1.5 年  2.5 年  3.5 年  4.5 年  5.5 年  

6.5 年

以 上  

付 与 日 数  
10 日  11 日  12 日  14 日  16 日  18 日  20 日  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 週 所 定 労 働 時 間 が  

30 時 間 未 満 で あ っ て 、 週 所 定 労 働 日 数 が ４ 日 以 下 又

は 年 間 所 定 労 働 日 数 が  216 日 以 下 の 者 に 対 し て は 次

表 の と お り 。 継 続 勤 務 期 間 に 応 じ た 日 数 の 年 次 有 給

休 暇 を 与 え る 。 な お 、 登 録 型 ホ ー ム ヘ ル パ ー で あ っ

て 、 年 次 有 給 休 暇 付 与 の 基 準 日 に お い て 、 そ の 後 １

年 間 の 所 定 労 働 時 日 数 を 算 出 し が た い 場 合 に は 、 過

去 の 勤 務 状 況 か ら 、 そ の 後 １ 年 の 所 定 労 働 日 数 及 び

年 次 有 給 休 暇 付 与 日 数 を 定 め る こ と と す る 。  

週 所

定 労

働 日

数  

１ 年

間 の

所 定

労 働

日 数  

継 続 勤 務 期 間   

0.5 年  1.5 年  2.5 年  3.5 年  4.5 年  5.5 年  
6.5 年

以 上  

５ 日  

216

日 以

上  

10 日  11 日  12 日  14 日  16 日  18 日  20 日  

4 日  

169

～

216

日  

７ 日  ８ 日  ９ 日  10 日  12 日  13 日  15 日  

３ 日  

121

～

168

日  

5 日  ６ 日  ６ 日  ８ 日  ９ 日  10 日  11 日  

２ 日  

73 ～

120

日  

3 日  4 日  ４ 日  ５ 日  ６ 日  ６ 日  ７ 日  

１ 日  48 ～ １ 日  ２ 日  ２ 日  ２ 日  ３ 日  ３ 日  ３ 日  



３  従 業 員 は 、 年 次 有 給 休 暇 を 取 得 し よ う と す る

と き は 、 あ ら か じ め 時 季 を 指 し て 請 求 す る も の と

す る 。 た だ し 、 会 社 は 、 事 業 の 正 常 な 運 営 に 支 障

が あ る き は 、 従 業 員 の 指 定 し た 時 季 を 変 更 す る こ

と が あ る 。   

４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 出 勤 率 の 算 定 に 当 た っ て

は 、 年 次 有 給 休 暇 を 取 得 し た 期 間 、 産 前 産 後 の 休

業 期 間 、 育 児 ・ 介 護 休 業 法 に 基 づ く 育 児 ・ 介 護 休

業 期 間 及 び 業 務 上 の 傷 病 に よ る 休 業 期 間 は 出 勤 し

た も の と し て 取 り 扱 う 。   

５  第 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 従 業 員 の 過 半 数

を 代 表 す る 者 と の 書 面 に よ る 協 定 に よ り 、 各 従 業

員 の 有 す る 年 次 有 給 休 暇 目 数 の う ち ５ 日 を 超 え る

部 分 に つ い て 、 あ ら か じ め 時 季 を 指 定 し て 与 え る

こ と が あ る 。   

６  従 業 員 の 過 半 数 を 代 表 す る 者 と の 書 面 に よ る

協 定 に よ り 、 年 次 有 給 休 暇 の う ち ５ 日 を 限 度 に 、

そ の 協 定 に 従 い 時 間 単 位 で 取 得 を 請 求 す る こ と が

72 日  



で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ３ 項 但 し 書 き を 準

用 す る 。   

７  当 該 年 度 に 新 た に 付 与 し た 年 次 有 給 休 暇 の 全

部 又 は 一 部 を 取 得 し な か っ た 場 合 に は 、 そ の 残 日

数 は 翌 年 度 に 繰 り 越 さ れ る 。 な お 、 年 次 有 給 休 暇

の 取 得 に 当 た っ て は 、 繰 繰 り 越 さ れ た 年 次 有 給 休

暇 か ら 取 得 さ せ る も の と す る 。  

 

（ 産 前 産 後 の 休 業 ）   

第  20 条  ６ 週 間 （ 多 胎 妊 娠 の 場 合 は  14 週 間 ）

以 内 に 出 産 す る 予 定 の 女 性 従 業 員 か ら 請 求 が あ っ

た と き は 、 休 業 さ せ る 。   

２  出 産 し た 女 性 従 業 員 は ８ 週 間 休 業 さ せ る 。 た

だ し 、 産 後 ６ 週 間 を 経 過 し た 女 性 従 業 員 か ら 請 求

が あ っ た と き は 、 医 師 が 支 障 な し と 認 め た 業 務 に

就 か せ る こ と が で き る 。   

 

（ 母 性 健 康 管 理 の た め の 休 暇 等 ）   



第  21 条  妊 娠 中 又 は 出 産 後  1 年 を 経 過 し な い 女

性 従 業 員 か ら 、 所 定 労 働 時 間 内 に 母 子 保 健 法 に 基

づ く 健 康 診 査 又 は 保 健 指 導 を 受 け る た め 、 通 院 に

必 要 な 時 間 に つ い て 休 暇 の 請 求 が あ っ た と き は 、

通 院 休 暇 を 与 え る 。   

２  妊 娠 中 又 は 出 産 後  1 年 を 経 過 し な い 女 性 従 業

員 か ら 、 保 健 指 導 又 は 健 康 診 査 に  基 づ き 勤 務 時

間 等 に つ い て 医 師 等 の 指 導 を 受 け た 旨 申 出 が あ っ

た 場 合 、 次 の 措 置 を 講 じ る こ と と す る 。  

 ① 妊 娠 中 の 通 勤 緩 和  通 勤 時 の 混 雑 を 避 け る よ

う 指 導 さ れ た 場 合 は 、 原 則 と し て １ 時 間 の 勤 務

時 間 の 短 縮 又 は １ 時 間 以 内 の 時 差 出 勤  

 ② 妊 娠 中 の 休 憩 の 措 置 休 憩 時 間 に つ い て 指 導 さ

れ た 場 合 は 、 適 宜 休 憩 時 間 の 延 長 、 休 憩 の 回 数

の 増 加  

 ③ 妊 娠 中 又 は 出 産 後 の 諸 症 状 に 対 応 す る 措 置  

妊 娠 又 は 出 産 に 関 す る 諸 症 状 の 発 生 又 は 発 生 の

お そ れ が あ る と し て 指 導 さ れ た 場 合 は 、 そ の 指



導 事 項 を 守 る こ と が で き る よ う に す る た め 作 業

の 軽 減 、 勤 務 時 間 の 短 縮 、 休 業 等  

 

（ 育 児 休 業 ）   

第  22 条  育 児 の た め に 休 業 す る こ と を 希 望 す る 従

業 員 （ 日 雇 従 業 員 を 除 く 。） で あ っ て 、 １ 歳 に 満 た な

い 子 と 同 居 し 、 養 育 す る 者 は 、 申 出 に よ り 、 育 児 休

業 を す る こ と が で き る 。   

２  配 偶 者 が 従 業 員 と 同 じ 日 か ら 又 は 従 業 員 よ り 先

に 育 児 休 業 を し て い る 場 合 、 従 業 員 は 、 子 が １ 歳 ２

か 月 に 達 す る ま で の 間 で 、 産 後 休 業 期 間 と 育 児 休 業

期 間 と の 合 計 が １ 年 を 限 度 と し て 、 育 児 休 業 を す る

こ と が で き る 。   

３  次 の い ず れ に も 該 当 す る 従 業 員 は 、 子 の １ 歳 の

誕 生 日 か ら １ 歳 ６ か 月 に 達 す る ま で の 間 で 必 要 な 日

数 に つ い て 育 児 休 業 を す る こ と が で き る 。 な お 、 育

児 休 業 を 開 始 し よ う と す る 日 は 、 原 則 と し て 子 の １

歳 の 誕 生 日 に 限 る も の と す る 。   



（ 1 ） 従 業 員 又 は 配 偶 者 が 原 則 と し て 子 の １ 歳 の

誕 生 日 の 前 日 に 育 児 休 業 を し て い る こ と   

（ 2 ） 次 の い ず れ か の 事 情 が あ る こ と  

 ① 保 育 所 に 入 所 を 希 望 し て い る が 、 入 所 で き な

い 場 合  

 ② 従 業 員 の 配 偶 者 で あ っ て 育 児 休 業 の 対 象 と な

る 子 の 親 で あ り 、 1 歳 以 後 育 児 に 当 た る 予 定 で

あ っ た 者 が 、 死 亡 、 負 傷 、 疾 病 等 の 事 情 に よ り

子 を 養 育 す る こ と が 困 難 に な っ た 場 合   

４  育 児 休 業 を す る こ と を 希 望 す る 従 業 員 は 、 原 則

と し て 、 育 児 休 業 を 開 始 し よ う と す る 日 の １ か 月 前

（ 前 項 に 基 づ く 休 業 の 場 合 は 、 ２ 週 間 前 ） ま で に 、

育 児  休 業 申 出 書 を 人 事 担 当 者 に 提 出 す る こ と に よ

り 申 し 出 る も の と す る 。   

５  育 児 休 業 申 出 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 会 社 は 速

や か に 当 該 育 児 休 業 申 出 書 を  提 出 し た 者 に 対 し 、

育 児 休 業 取 扱 通 知 書 を 交 付 す る 。   

 



（ 介 護 休 業 ）   

第  23 条  第  18 条 第  5 項 に 定 め る 要 介 護 状 態 に あ

る 家 族 を 介 護 す る 従 業 員 （ 日 雇 従 業 員 を 除 く 。） は 、

申 出 に よ り 、 介 護 を 必 要 と す る 家 族  1 人 に つ き 、 要

介 護 状 態 ご と に  1 回 、 の べ  93 日 間 ま で の 範 囲 内 で

介 護 休 業 を す る こ と が で き る 。   

２  介 護 休 業 を す る こ と を 希 望 す る 従 業 員 は 、 原

則 と し て 、 介 護 休 業 を 開 始 し よ う と す る 日 の ２ 週

間 前 ま で に 、 介 護 休 業 申 出 書 を 人 事 担 当 者 に 提 出

す る こ と に よ り 申 し 出 る も の と す る 。   

３  介 護 休 業 申 出 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 会 社 は

速 や か に 当 該 介 護 休 業 申 出 書 を 提 出 し た 者 に 対 し 、

介 護 休 業 取 扱 通 知 書 を 交 付 す る 。  

 

（ 子 の 看 護 休 暇 ）   

第  24 条  小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養

育 す る 従 業 員 （ 日 雇 従 業 員 を 除 く 。） は 、 負 傷 し 、 又

は 疾 病 に か か っ た 当 該 子 の 世 話 を す る た め に 、 又 は



当 該 子 に 予 防 接 種 や 健 康 診 断 を 受 け さ せ る た め に 、

第  19 条 に 規 定 す る 年 次 有 給 休 暇 と は 別 に 、 当 該 子

が １ 人 の 場 合 は １ 年 間 に つ き ５ 日 、 ２ 人 以 上 の 場 合

は １ 年 間 に つ き  10 日 を 限 度 と し て 、 子 の 看 護 休 暇

を 取 得 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 の １ 年 間 と は 、

４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月  31 日 ま で の 期 間 と す る 。  

 

（ 介 護 休 暇 ）   

第  25 条  第  18 条 第 ５ 項 に 定 め る 要 介 護 状 態 に あ

る 家 族 の 介 護 そ の 他 の 世 話 を す る 従 業 員 （ 日 雇 従 業

員 を 除 く 。） は 、 第  19 条 に 規 定 す る 年 次 有 給 休 暇 と

は 別 に 、 当 該 家 族 が １ 人 の 場 合 は １ 年 間 に つ き ５ 日 、

２ 人 以 上 の 場 合 は １ 年 間 に つ き  10 日 を 限 度 と し て 、

介 護 休 暇 を 取 得 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 の １ 年

間 と は 、 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年  3 月  31 日 ま で の 期 間 と

す る 。   

 

（ 育 児 ・ 介 護 の た め の 短 時 間 勤 務 ）   



第  26 条  ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 従 業 員 又 は

第  18 条 第  5 項 に 定 め る 要 介 護 状 態 に あ る 家 族 を 介

護 す る 従 業 員 （ 日 雇 従 業 員 を 除 く 。） は 、 申 し 出 る こ

と に よ り 、 １ 日 の 所 定 労 働 時 間 を ６ 時 間 ま で 短 縮 す

る 短 時 間 勤 務 を す る こ と が で き る 。   

２  育 児 の た め の 短 時 間 勤 務 を し よ う と す る 者 は 、

1 回 に つ き  1 年 以 内 （ た だ し 、 子 が ３ 歳 に 達 す る

ま で ） の 期 間 に つ い て 、 短 縮 を 開 始 し よ う と す る

日 （ 短 縮 開 始 予 定 日 ） 及 び 短 縮 を 終 了 し よ う と す

る 日 （ 短 縮 終 了 予 定 日 ） を 明 ら か に し て 、 原 則 と

し て 、 短 縮 開 始 予 定 日 の  1 か 月 前 ま で に 、 短 時 間

勤 務 申 出 書 に よ り 人 事 担 当 者 に 申 し 出 な け れ ば な

ら な い 。  ３  介 護 の た め の 短 時 間 勤 務 を し よ う

と す る 者 は 、 １ 回 に つ き  93 日 （ そ の 対 象 家 族 に

つ い て 介 護 休 業 を し た 場 合 又 は 異 な る 要 介 護 状 態

に つ い て 短 時 間 勤 務 の 適 用 を 受 け た 場 合 は 、 93 日

か ら そ の 日 数 を 控 除 し た 日 数 ） 以 内 の 期 間 に つ い

て 、 短 縮 開 始 予 定 日 ） 及 び 短 縮 終 了 予 定 日 を 明 ら

か に し て 、 原 則 と し て 、 短 縮 開 始 予 定 日 の ２ 週 間

前 ま で に 、 短 時 間 勤 務 申 出 書 に よ り 人 事 担 当 者 に

申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  



 

（ 育 児 時 間 等 ）   

第  27 条  １ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 女 性 従 業 員

か ら 請 求 が あ っ た と き は 、 休 憩 時 間 の ほ か １ 日 に つ

い て ２ 回 、 １ 回 に つ い て  30 分 の 育 児 時 間 を 与 え る 。  

２  生 理 日 の 就 業 が 著 し い 困 難 な 女 性 従 業 員 か ら

請 求 が あ っ た と き は 、 必 要 な 期 間 休 暇 を 与 え る 。   

 

（ 慶 弔 休 暇 ）   

第  28 条  従 業 員 が 次 の 事 由 に よ り 休 暇 を 申 請 し た

場 合 は 、 次 の と お り 慶 弔 休 暇 を 与 え る 。  

 ① 本 人 が 結 婚 し た と き         ５ 日   

② 妻 が 出 産 し た と き          ５ 日  

 ③ 配 偶 者 、 子 又 は 父 母 が 死 亡 し た と き  ４ 日   

④ 兄 弟 姉 妹 、 祖 父 母 、 配 偶 者 の 父 母 又 は 兄 弟 姉 妹

が 死 亡 し た と き            ３ 日   



 

（ 公 民 権 行 使 等 ）   

第  29 条  従 業 員 が 選 挙 権 そ の 他 公 民 と し て の 権 利

を 行 使 す る た め 必 要 と す る 場 合 に は 、 必 要 な 時 間 を

与 え る 。   

２  従 業 員 が 裁 判 員 ま た は 補 充 裁 判 員 と な っ た 場

合 も し く は 裁 判 員 候 補 と な っ た 場 合 に は 、 次 の 休

暇 を 与 え る 。  

 ① 裁 判 員 ま た は 補 充 裁 判 員 と な っ た 場 合 ・ ・ ・  

必 要 日 数  

 ② 裁 判 員 候 補 者 と な っ た 場 合 ・ ・ ・ 必 要 な 時 間  

３  本 条 の 休 暇 は 、 有 給 （ 無 給 ） と す る 。  

 

第 ６ 章   賃  金 

 

（ 賃 金 の 構 成 ）   



第  30 条  賃 金 の 構 成 は 基 本 給 、 諸 手 当 及 び 割 増 賃

金 と し 、 諸 手 当 は 、 家 族 手 当 、 役 職 手 当 、 技 能 ・ 資

格 手 当 、 皆 勤 手 当 及 び 通 勤 手 当 と す る 。 た だ し 、 日

給 制 及 び 時 間 給 制 の 従 業 員 に つ い て は 、 通 勤 手 当 を

除 き 諸 手 当 は 支 給 し な い 。  

＜ 月 給 の 場 合 ＞  

賃

金  

基 本 給 （ 月 給 ）  

諸

手

当  

通 勤 手 当  役 職 手 当  

特 別 処 遇 改 善 手 当  家 族 手 当  

通 勤 手 当  技 能 ・ 資 格 手 当  

割

増

賃

金  

時 間 外 労 働 割 増 賃 金  深 夜 労 働 割 増 賃 金  

休 日 労 働 割 増 賃 金   

＜ 日 給 又 は 時 間 給 の 場 合 ＞  

賃

金  

基 本 給 （ 日 給 も し く は 時 間 給 ）  

諸

手

当  

通 勤 手 当  特 別 処 遇 改 善 手 当  

割

増

賃

金  

時 間 外 労 働 割 増 賃 金  深 夜 労 働 割 増 賃 金  

休 日 労 働 割 増 賃 金   

 

（ 基 本 給 ）   



第  31 条  基 本 給 は 、 月 給 、 日 給 及 び 時 間 給 と し 、

本 人 の 職 務 内 容 、 経 験 、 技 能 、 勤 務 成 績 、 年 齢 、 勤

務 時 間 帯 等 を 考 慮 し て 各 人 ご と に 決 定 す る 。   

（ 家 族 手 当 ）   

第  32 条  家 族 手 当 は 、 次 の 扶 養 家 族 を 有 す る 従 業

員 に 対 し 支 給 す る 。  

 ① 配 偶 者  月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円  

②  18 歳 未 満 の 子 １ 人 か ら ３ 人 ま で １ 人 に つ き  

月 額 １ ， ０ ０ ０ 円  

 ③  65 歳 以 上 の 父 母 １ 人 に つ き   

月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円   

（ 役 職 手 当 ）   

第  33 条  役 職 手 当 は 、 次 の 職 位 に あ る 者 に 対 し 支

給 す る 。   

① 管 理 者        月 額 １ ０ ． ０ ０ ０ 円  

 ② サ ー ビ ス 提 供 責 任 者  月 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円  

（ 技 能 ・ 資 格 手 当 ）   



第  34 条  技 能 ・ 資 格 手 当 は 、 次 の 資 格 を 持 ち 、 そ

の 職 務 に 就 く 者 に 対 し 支 給 す る 。  

 ① 主 任 ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー  月 額 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 ② ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー    月 額 １ ５ ， ０ ０ ０ 円  

③ 介 護 福 祉 士 （ 喀 痰 吸 引 ２ 号 以 上 ）  

月 額 １ ８ ， ０ ０ ０ 円  

④ 介 護 福 祉 士 ・ 社 会 福 祉 士 ・ 精 神 保 健 福 祉 士  

（ 全 資 格 を 持 っ て い て も １ カ ウ ン ト で す 。）  

            月 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 

（ 皆 勤 手 当 ）   

第  35 条  皆 勤 手 当 は 、 当 該 賃 金 計 算 期 間 に お い て

無 欠 勤 の 場 合 に 、 月 額 ５ ， ０ ０ ０ 円 を 支 給 す る 。  

こ の 場 合 に お い て 、 年 次 有 給 休 暇 を 取 得 し た と き は 、

出 勤 し た も の と み な す 。   



２  第 １ 項 の 皆 勤 手 当 の 計 算 に 当 た っ て は 、 遅 刻 又

は 早 退 ３ 回 を も っ て 、 欠 勤 １ 日 と み な す 。  

 

（ 通 勤 手 当 ）   

第  36 条  通 勤 手 当 は 、 月 額 １ 5 ， ０ ０ ０ 円 ま で の

範 囲 内 に お い て 、 会 社 規 定 に よ る 通 勤 に 要 す る 実 費

に 相 当 す る 額 を 支 給 す る 。  

(1) 正 社 員 で 、 公 共 交 通 機 関 を 利 用 し た 場 合 … ６ ヶ

月 定 期 代 ÷ ６ が 毎 月 支 払 わ れ ま す 。  

(2) 正 社 員 で 、 マ イ カ ー ・ 自 転 車 な ど を 使 用 し て 通

勤 し て い る 人 の 非 課 税 と な る 1 か 月 当 た り の 限

度 額 は 、 片 道 の 通 勤 距 離 （ 通 勤 経 路 に 沿 っ た 長

さ で す 。） に 応 じ て 、 次 の よ う に 定 め ら れ て い

ま す 。  

(3) パ ー ト 職 員 、 登 録 ヘ ル パ ー の 方 は か か っ た 経 費

を お 支 払 い し ま す 。  

(4) 車 通 勤 の 方 は 、 法 人 に 運 転 免 許 証 、 車 検 証 の コ

ピ ー を 提 出 し 、 法 人 の 許 可 を 取 っ て く だ さ い 。  



(5) 車 通 勤 の 方 は 、 １ km に 対 し １ ８ 円 を 支 払 い ま す  

マ イ カ ー な ど で 通 勤 し て い る 人 の 非 課 税 と な る 1 か

月 当 た り の 限 度 額 の 表  

片 道 の 通 勤 距 離  
1 か 月 当 た り の 限

度 額  

2 キ ロ メ ー ト ル 未 満  ( 全 額 課 税 )  

2 キ ロ メ ー ト ル 以 上 10 キ ロ メ ー

ト ル 未 満  
4,200 円  

10 キ ロ メ ー ト ル 以 上 15 キ ロ メ ー

ト ル 未 満  
7,100 円  

15 キ ロ メ ー ト ル 以 上 25 キ ロ メ ー

ト ル 未 満  
12,900 円  

25 キ ロ メ ー ト ル 以 上 35 キ ロ メ ー

ト ル 未 満  
18,700 円  

35 キ ロ メ ー ト ル 以 上 45 キ ロ メ ー

ト ル 未 満  
24,400 円  

45 キ ロ メ ー ト ル 以 上 55 キ ロ メ ー

ト ル 未 満  
28,000 円  

55 キ ロ メ ー ト ル 以 上  31,600 円  

 

（ 割 増 賃 金 ）   



第  37 条  割 増 賃 金 は 、 次 の 算 式 に よ り 計 算 し て 支

給 す る 。  

(1) 月 給 制 の 場 合  

① 時 間 外 労 働 割 増 賃 金 （ 法 定 労 働 時 間 を 超 え て 労 働

さ せ た 場 合 ）   

基 本 給 ＋ 役 職 手 当 ＋ 技 能 ・ 資 格 手 当 ＋ 皆 勤 手 当  

１ か 月 平 均 所 定 労 働 時 間 数  

×1.25× 時 間 外 労 働 時 間 数  

② 休 日 労 働 割 増 賃 金 （ 法 定 休 日 に 労 働 さ せ た 場 合 ）  

基 本 給 ＋ 役 職 手 当 ＋ 技 能 ・ 資 格 手 当 ＋ 皆 勤 手 当  

１ か 月 平 均 所 定 労 働 時 間 数  

× ×1.35× 休 日 労 働 時 間 数  

③ 深 夜 労 働 割 増 賃 金 （ 午 後  10 時 か ら 午 前 ５ 時 ま で

の 間 に 労 働 さ せ た 場 合 ）   

基 本 給 ＋ 役 職 手 当 ＋ 技 能 ・ 資 格 手 当 ＋ 皆 勤 手 当  

１ か 月 平 均 所 定 労 働 時 間 数  

×0.25× 深 夜 労 働 時 間  

④ 前 ① か ら ③ の １ か 月 平 均 所 定 労 働 時 間 数 は 、 次 の

算 式 に よ り 計 算 す る   

（ 365 日 － 年 間 所 定 休 日 日 数 ） × １ 日 の 所 定 労 働



時 間 数  

１ ２  

 

(2) 日 給 制 の 場 合  ① 時 間 外 労 働 割 増 賃 金 （ 法 定 労 働

時 間 を 超 え て 労 働 さ せ た 場 合 ）   

日  給  

１ 日 の 平 均 所 定 労 働 時 間 数  

×1.25× 時 間 外 労 働 時 間 数  

② 休 日 労 働 割 増 賃 金 （ 法 定 休 日 に 労 働 さ せ た 場 合 ）  

  

日  給  

１ 日 の 平 均 所 定 労 働 時 間 数  

×1.35× 時 間 外 労 働 時 間 数  

③ 深 夜 労 働 割 増 賃 金 （ 午 後  10 時 か ら 午 前 ５ 時 ま で

の 間 に 労 働 さ せ た 場 合 ）   

日  給  

１ 日 の 平 均 所 定 労 働 時 間 数  

×0.25× 深 夜 労 働 時 間  

(3) 時 間 給 制 の 場 合  



① 時 間 外 労 働 割 増 賃 金 （ 法 定 労 働 時 間 を 超 え て 労 働

さ せ た 場 合 ）  時 間 給 ×1.25× 時 間 外 労 働 時 間 数   

② 休 日 労 働 割 増 賃 金 （ 法 定 休 日 に 労 働 さ せ た 場 合 ）  

時 間 給 ×1.35× 休 日 労 働 時 間 数  

 ③ 深 夜 労 働 割 増 賃 金 （ 午 後  10 時 か ら 午 前  5 時 ま で

の 間 に 労 働 さ せ た 場 合 ）  時 間 給 ×0.25× 深 夜 労 働 時

間 数  

（ 休 暇 等 の 賃 金 ）   

第  38 条  年 次 有 給 休 暇 の 期 間 は 、 所 定 労 働 時 間 労

働 し た と き に 支 払 わ れ る 通 常 の 賃 金 を 支 給 す る 。 た

だ し 、 登 録 型 ホ ー ム ヘ ル パ ー に つ い て は 平 均 賃 金 を

支 給 す る 。   

２  産 前 産 後 の 休 業 期 間 、 母 性 健 康 管 理 の た め の 休

暇 、 育 児 ・ 介 護 休 業 法 に 基 づ く 育 児 ・ 介 護 休 業 等 、

子 の 看 護 休 暇 及 び 介 護 休 暇 、 育 児 時 間 、 生 理 日 の 休

暇 、 裁 判 員 等 の た め の 休 暇 の 期 間 は 、 無 給 と す る 。   



３  慶 弔 休 暇 の 期 間 は 、 第 １ 項 の 賃 金 を 支 給 す る 。  

４  第  10 条 に 定 め る 休 職 期 間 中 は 、 原 則 と し て 賃

金 を 支 給 し な い （ ２ か 月 ま で は １ 割 を 支 給 す る 。）。   

５  第  18 条 第 ４ 項 の 深 夜 業 の 制 限 又 は 第  26 条 の

短 時 間 勤 務 制 度 の 適 用 を 受 け た 期 間 に つ い て は 、 時

間 給 に 換 算 し た 額 を 基 礎 と し た 実 労 働 時 間 分 の 基 本

給 と 諸 手 当 を 支 給 す る 。  

 

 

（ 休 業 手 当 ）   

第  39 条  会 社 側 の 都 合 に よ り 、 所 定 労 働 日 に 従 業

員 を 休 業 さ せ た 場 合 は 、 休 業 １ 日 に つ き 、 労 働 基 準

法 に 規 定 す る 平 均 賃 金 の  100 分 の  60 を 支 給 す る 。  

た だ し 、 1 日 の う ち の 一 部 を 休 業 さ せ た 場 合 に あ っ

て は 、 そ の 日 の 賃 金 は 労 働 基 準 法 第  26 条 に 定 め る

と こ ろ に よ り 、 平 均 賃 金 の  100 分 の  60 に 相 当 す る

賃 金 を 保 障 す る 。  

（ 欠 勤 等 の 扱 い ）   



第  40 条  遅 刻 、 早 退 、 欠 勤 及 び 私 用 外 出 の 時 間 に

つ い て は 、 １ 時 間 当 た り の 賃 金 額 に 遅 刻 、 早 退 、 欠

勤 及 び 私 用 外 出 の 合 計 時 間 数 を 乗 じ た 額 を 差 し 引 く

も の と す る 。  

（ 賃 金 の 計 算 期 間 及 び 支 払 日 ）   

第  41 条  賃 金 は 毎 月 末 日 に 締 切 り 、 翌 月 末 日 に 支

払 う 。 た だ し 、 支 払 日 が 休 日 に 当 た る と き に は 、 そ

の 前 日 に 繰 り 上 げ て 支 払 う 。   

２  計 算 期 間 の 中 途 で 採 用 さ れ 、 又 は 退 職 し た 場 合

の 賃 金 は 、 当 該 計 算 期 間 の 所 定 労 働 日 数 を 基 準 に 日

割 計 算 し て 支 払 う 。  

（ 賃 金 の 支 払 い と 控 除 ）   

第  42 条  賃 金 は 、 従 業 員 に 対 し 通 貨 で 直 接 、 又 は

従 業 員 の 過 半 数 を 代 表 す る 者 と の 協 定 に よ り 、 従 業

員 が 希 望 し た 場 合 は 、 本 人 の 指 定 す る 金 融 機 関 の 本

人 名 義 口 座 に 振 り 込 む こ と に よ り そ の 全 額 を 支 払 う 。

た だ し 、 次 に 掲 げ る も の は 、 賃 金 か ら 控 除 す る も の

と す る 。  



 ① 源 泉 所 得 税  

 ② 住 民 税  ③ 健 康 保 険 ( 介 護 保 険 を 含 む ｡ ) 及 び 厚

生 年 金 保 険 の 保 険 料 の 被 保 険 者 負 担 分  ④ 雇 用 保 険

の 保 険 料 の 被 保 険 者 負 担 分  ⑤ 従 業 員 の 過 半 数 を 代

表 す る 者 と の 書 面 に よ る 協 定 に よ り 賃 金 か ら 控 除

す る こ と と し た も の   

２  口 座 振 込 の 場 合 は 、 所 定 賃 金 支 払 日 の 午 前  10 

時 ま で に 払 出 が で き る よ う 措 置 す る も の と す る 。   

（ 非 常 時 払 い ）   

第  43 条  従 業 員 又 は そ の 収 入 に よ っ て 生 計 を 維 持

す る 者 が 、 次 の い ず れ か に 該 当 し 、 そ の 費 用 に 当 て

る た め 、 従 業 員 か ら 請 求 が あ っ た と き は 、 そ の 都 度 、

そ の と き ま で の 就 労 に 対 す る 賃 金 を 支 払 う 。  

 ① 出 産 、 疾 病 又 は 災 害 の 場 合  ② 結 婚 又 は 死 亡 の 場

合   

③ や む を 得 な い 理 由 に よ っ て １ 週 間 以 上 帰 郷 す る

場 合   

 



（ 昇  給 ）   

第  44 条  昇 給 は 、 毎 年 １ ０ 月 １ 日 を も っ て 、 基 本

給 に つ い て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 会 社 の 業 績 の

著 し い 低 下 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 に は 、

こ の 限 り で は な い 。   

２  昇 給 額 は 、 従 業 員 の 勤 務 成 績 等 を 考 慮 し て 各 人

ご と に 決 定 す る 。  

  

（ 賞  与 ）   

第  45 条  １  賞 与 は 、 原 則 と し て 毎 年 ４ 月 ３ ０ 日

及 び １ ０ 月 ３ １ 日 に 在 籍 す る 従 業 員 に 対 し 会 社 の  

業 績 等 を 勘 案 し て ６ 月 ２ ０ 日 及 び １ ２ 月 ２ ０ 日 に 支

給 す る 。 た だ し 、 会 社 の 業 績 の 著 し い 低 下 そ の 他 や

む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 に は 、 支 給 時 期 を 延 期 し 、

又 は 支 給 し な い こ と が あ る 。   

２  前 項 の 賞 与 の 額 は 、 会 社 の 業 績 及 び 従 業 員 の 勤

務 成 績 等 を 考 慮 し て 各 人 ご と に 決 定 す る 。   



３  賞 与 の 算 定 対 象 期 間 に 第  26 条 の 短 時 間 勤 務 制

度 の 適 用 を 受 け る 期 間 が あ る 場 合 に お い て は 、 短 縮

し た 時 間 に 対 応 す る 賞 与 は 、 支 給 し な い 。  

 

第 ７ 章  定 年 、 退 職 及 び 解 雇 

 

（ 定 年 等 ）   

第  46 条  従 業 員 の 定 年 は 、 満  6 ０ 歳 と し 、 定 年 に

達 し た 日 の 属 す る 月 の 末 日 を も っ て 退 職 と す る 。 た

だ し 、 本 人 が 希 望 す る 場 合 は 満  70 歳 ま で 継 続 雇 用

す る 。  

 

（ 退  職 ）   

第  47 条  前 条 に 定 め る も の の ほ か 、 従 業 員 が 次 の

い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 退 職 と す る 。   

① 退 職 を 願 い 出 て 会 社 か ら 承 認 さ れ た と き 、 又 は

退 職 願 を 提 出 し て  14 日 を 経 過 し た と き  



 ② 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ て い る 場 合 、 そ の 期 間 を

満 了 し た と き  

 ③ 第  10 条 に 定 め る 休 職 期 間 が 満 了 し 、 な お 、 休

職 事 由 が 消 滅 し な い と き   

④ 死 亡 し た と き   

２  従 業 員 が 退 職 を し た 場 合 は 、 そ の 請 求 に 基 づ き 、

使 用 期 間 、 業 務 の 種 類 、 地 位 、 賃 金 又 は 退 職 の 事 由

（ 解 雇 の 場 合 は 、 そ の 理 由 を 含 む 。） に つ い て 証 明 書

を 交 付 す る 。）  

（ 普 通 解 雇 ）   

第  48 条  従 業 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

解 雇 す る こ と が で き る 。  

 ① 勤 務 成 績 又 は 業 務 能 率 が 著 し く 不 良 で 、 向 上 の

見 込 み が な く 、 他 の 職 務 に も 転 換 で き な い 等 、 就

業 に 適 さ な い と 認 め ら れ た と き  

 ② 勤 務 状 況 が 著 し く 不 良 で 、 改 善 の 見 込 み が な く 、

従 業 員 と し て の 職 責 を 果 た し 得 な い と 認 め ら れ た

と き  



 ③ 業 務 上 の 負 傷 又 は 疾 病 に よ る 療 養 の 開 始 後 ３ 年

を 経 過 し て も 当 該 負 傷 又 は 疾 病 が な お ら な い 場 合

で あ っ て 、 従 業 員 が 傷 病 補 償 年 金 を 受 け て い る と

き 又 は 受 け る こ と と な っ た と き （ 会 社 が 打 切 補 償

を 支 払 っ た と き を 含 む 。）  

 ④ 精 神 又 は 身 体 の 障 害 に つ い て 、 適 正 な 雇 用 管 理

を 行 い 、 雇 用 の 継 続 に 配 慮 し て も な お 業 務 に 耐 え

ら れ な い と 認 め ら れ た と き   

⑤ 試 用 期 間 中 又 は 試 用 期 間 満 了 時 ま で に 従 業 員 と

し て 不 適 格 で あ る と 認 め ら れ た と き  

 ⑥ 第  61 条 に 定 め る 懲 戒 解 雇 の 事 由 に 該 当 す る 事

実 が あ る と 認 め ら れ た と き  

 ⑦ 事 業 の 運 営 上 の や む を 得 な い 事 情 又 は 天 災 事 変

そ の 他 こ れ に 準 ず る や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 事

業 の 継 続 が 困 難 と な っ た と き  

 ⑧ 事 業 の 運 営 上 や む を 得 な い 事 情 又 は 天 災 事 変 そ

の 他 こ れ に 準 ず る や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 事 業

の 縮 小 ・ 転 換 又 は 部 門 の 閉 鎖 等 を 行 う 必 要 が 生 じ 、

他 の 職 務 に 転 換 さ せ る こ と が 困 難 な と き  



 ⑨ そ の 他 前 各 号 に 準 ず る や む を 得 な い 事 情 が あ っ

た と き   

２  前 項 の 規 定 に よ り 従 業 員 を 解 雇 す る 場 合 は 、 少

な く と も  30 日 前 に 予 告 を す る か 又 は 予 告 に 代 え て

平 均 賃 金 の  30 日 分 以 上 の 解 雇 予 告 手 当 を 支 払 う 。

た だ し 、 所 轄 労 働 基 準 監 督 署 長 の 認 定 を 受 け て 即 時

解 雇 を す る 場 合 及 び 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

従 業 員 を 解 雇 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ① 日 々 雇 い 入 れ ら れ る 従 業 員 （ １ か 月 を 超 え て

引 き 続 き 雇 用 さ れ る 者 を 除 く 。）  

 ② ２ か 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 使 用 す る 従 業 員

（ そ の 期 間 を 超 え て 引 き 続 き 雇 用 さ れ る 者 を 除

く 。）  

 ③ 試 用 期 間 中 の 従 業 員 （ 14 日 を 超 え て 引 き 続 き

使 用 さ れ る 者 を 除 く 。）   

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 従 業 員 の 解 雇 に 際 し て 、 従

業 員 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 は 解 雇 の 理 由 を 記 載 し た

文 書 を 交 付 す る 。  



 

第 ８ 章   退 職 金 

 

（ 職 員 の 退 職 金 ）   

第  49 条  第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 職 員 が １ ０ 年 以 上

勤 務 し て 、 退 職 ま た は 解 雇 さ れ た 時 は こ の 章 に 定 め

た と こ ろ に よ り 退 職 金 を 支 給 す る 。 た だ し 、 第  61 

条 第 ２ 項 に よ り 懲 戒 解 雇 さ れ た 者 に は 、 退 職 金 の 全

部 又 は 一 部 を 支 給 し な い こ と が あ る 。   

 

（ 退 職 金 の 額 ）   

第  50 条  退 職 金 の 額 は 、 退 職 又 は 解 雇 時 の 基 本 給

の 額 に 、 勤 続 年 数 に 応 じ て 定 め た 別 表 の 支 給 率 を 乗

じ た 金 額 と す る 。   

２  第  10 条 に よ り 休 職 す る 期 間 は 、 会 社 の 都 合 に

よ る 場 合 を 除 き 、 前 項 の 勤 続 年 数 に 算 入 し な い 。   

 



（ 退 職 金 の 支 払 方 法 及 び 支 払 時 期 ）   

第  51 条  退 職 金 は 、 支 給 の 事 由 の 生 じ た 日 か ら ８

か 月 以 内 に 、 退 職 し た 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 従 業 員

（ 死 亡 に よ る 退 職 の 場 合 は そ の 遺 族 ） に 対 し て 支 払

う 。  

 

 

第 ９ 章  安 全 衛 生 及 び 災 害 補 償 

 

（ 遵 守 義 務 ）   

第  52 条  会 社 は 、 従 業 員 の 安 全 衛 生 の 確 保 及 び 改

善 を 図 り 、 快 適 な 職 場 の 形 成 の た め 必 要 な 措 置 を 講

じ る 。   

２  従 業 員 は 、 安 全 衛 生 に 関 す る 法 令 及 び 会 社 の 指

示 を 守 り 、 会 社 と 協 力 し て 労 働 災 害 の 防 止 及 び 健 康

の 保 持 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。   

 



（ 健 康 診 断 ）   

第  53 条  従 業 員 に 対 し 、 採 用 の 際 及 び 毎 年 １ 回

（ 深 夜 労 働 に 従 事 す る 者 は ６ か 月 ご と に １ 回 ）、 定 期

に 健 康 診 断 を 行 う 。 な お 、 健 康 診 断 の 結 果 に つ い て

は 、 当 該 従 業 員 に 通 知 す る 。   

２  前 項 の 健 康 診 断 の 結 果 必 要 と 認 め る と き は 、 労

働 時 間 の 短 縮 、 配 置 転 換 そ の 他 健 康 保 持 な ら び に 疾

病 予 防 の た め 必 要 な 措 置 を 命 じ る こ と が あ る 。  

（ 安 全 衛 生 教 育 ）   

第  54 条  従 業 員 に 対 し 、 雇 入 れ の 際 及 び 配 置 換 え

等 に よ り 業 務 内 容 を 変 更 し た 際 に 、 そ の 従 事 す る 業

務 に 必 要 な 安 全 衛 生 教 育 を 行 う 。   

 

（ 感 染 症 の 予 防 ）   

第  55 条  介 護 従 業 員 を 利 用 者 等 か ら の 感 染 の 危 険

か ら 守 る た め 、 介 護 従 業 員 は 会 社 が 備 え る 手 袋 等 を

使 用 し な け れ ば な ら な い 。   

 



（ 就 業 禁 止 等 ）   

第  56 条  他 人 に 伝 染 す る お そ れ の あ る 疾 病 に か か

っ て い る 者 、 又 は 就 業 に よ り 本 人 の 病 勢 が 著 し く 増

悪 す る お そ れ の あ る 者 、 そ の 他 医 師 が 就 業 不 適 当 と

認 め た 者 は 、 就 業 さ せ な い 。   

２  従 業 員 は 、 同 居 の 家 族 又 は 同 居 人 が 他 人 に 伝 染

す る お そ れ の あ る 疾 病 に か か り 、 又 は そ の 疑 い の あ

る 場 合 に は 、 直 ち に 所 属 長 に 届 け 出 て 、 必 要 な 指 示

を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 災 害 補 償 ）   

第  57 条  従 業 員 が 業 務 上 の 事 由 又 は 通 勤 に よ り 負

傷 し 、 疾 病 に か か り 、 障 害 又 は 死 亡 し た 場 合 は 、 労

働 基 準 法 及 び 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 の 定 め る と こ ろ

に よ り 災 害 補 償 を 行 う 。   

２  従 業 員 が 業 務 上 負 傷 し 、 ま た は 疾 病 に か か り 休

業 す る 場 合 の 最 初 の ３ 日 間 に つ い て は 、 平 均 賃 金 の  

100 分 の  60 の 休 業 補 償 を 行 う 。  



     

 第  10 章  教 育 ・ 研 修   

 

（ 教 育 ・ 研 修 ）   

第  58 条  会 社 は 、 従 業 員 に 対 し 、 業 務 に 必 要 な 知

識 、 技 能 を 高 め 、 資 質 の 向 上 を 図 る た め 、 必 要 な 教

育 ・ 研 修 を 行 う 。   

２  従 業 員 は 、 会 社 か ら 教 育 ・ 研 修 を 受 講 す る よ う

指 示 さ れ た 場 合 に は 、 特 段 の 事 由 が な い 限 り 指 示 さ

れ た 教 育 ・ 研 修 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

     第  11 章  表 彰 及 び 懲 戒 

 

（ 表  彰 ）   

第  59 条  会 社 は 、 従 業 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す

る 場 合 は 、 表 彰 す る 。  



 ① 業 務 上 有 益 な 創 意 工 夫 、 改 善 を 行 い 、 会 社 の 運

営 に 貢 献 し た と き   

② 永 年 に わ た っ て 誠 実 に 勤 務 し 、 そ の 成 績 が 優 秀

で 他 の 模 範 と な っ た と き  

 ③ 事 故 、 災 害 等 を 未 然 に 防 ぎ 、 又 は 非 常 事 態 に 際

し 適 切 に 対 応 し 、 被 害 を 最 小 限 に と ど め る 等 特 に

功 労 が あ っ た と き  

 ④ 社 会 的 功 績 が あ り 、 会 社 及 び 従 業 員 の 名 誉 と な

っ た と き  

 ⑤ 前 各 号 に 準 ず る 善 行 又 は 功 労 が あ っ た と き   

２  表 彰 は 、 原 則 と し て 会 社 の 創 立 記 念 日 に 行 う 。   

 

（ 懲 戒 の 種 類 ）   

第  60 条  懲 戒 は 、 そ の 情 状 に 応 じ 、 次 の 区 分 に よ

り 行 う 。  

 ① け  ん  責 ： 始 末 書 を 提 出 さ せ て 将 来 を 戒 め る 。  

② 減  給 ： 始 末 書 を 提 出 さ せ て 減 給 す る 。 た だ し 、



減 給 は １ 回 の 額 が 平 均 賃 金 １ 日 分 の ５ 割 を 超 え る

こ と は な く 、 ま た 、 総 額 が １ 賃 金 支 払 期 間 に お け

る 賃 金 の １ 割 を 超 え る こ と は な い 。  

 ③ 出 勤 停 止 ： 始 末 書 を 提 出 さ せ る ほ か 、 原 則 と し

て ５ 日 間 を 限 度 と し て 出 勤 を 停 止 し 、 そ の 間 の 賃

金 は 支 給 し な い 。   

④ 懲 戒 解 雇 ： 即 時 に 解 雇 す る 。 こ の 場 合 、 所 轄 労

働 基 準 監 督 署 長 の 認 定 を 受 け た と き は 、 解 雇 予 告

手 当 は 支 給 し な い 。  

 

（ 懲 戒 の 事 由 ）   

第  61 条  従 業 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

情 状 に 応 じ 、 譴 責 、 減 給 又 は 出 勤 停 止 と す る 。  

 ① 正 当 な 理 由 な く 無 断 欠 勤 ○ 日 以 上 に 及 ん だ と

き   

② 正 当 な 理 由 な く 、 し ば し ば 遅 刻 、 早 退 、 欠 勤

す る 等 勤 務 を 怠 っ た と き  

 ③ 過 失 に よ り 会 社 に 損 害 を 与 え た と き  



 ④ 業 務 上 の 報 告 書 を 故 意 に 変 更 し 、 遅 滞 さ せ 業

務 の 遂 行 を 妨 げ た と き  

  ⑤ 素 行 不 良 で 会 社 内 の 秩 序 又 は 風 紀 を 乱 し た と  

  き  

 ⑥ 第  12 条 及 び 第  13 条 に 違 反 し た と き （ 第    

2 項 各 号 に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。）  

⑦ そ の 他 こ の 規 則 に 違 反 し 、 又 は 前 各 号 に 準 ず

る 不 都 合 な 行 為 が あ っ た と き 。  

２  従 業 員 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 懲 戒

解 雇 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 労 働 基 準 監 督 署 長

の 認 定 を 受 け た と き は 、 労 働 基 準 法 第  20 条 に 規 定

す る 予 告 手 当 は 支 給 し な い 。 た だ し 、 平 素 の 服 務 態

度 そ の 他 情 状 に よ っ て は 、 第  48 条 に 定 め る 普 通 解

雇 又 は 減 給 若 し く は 出 勤 停 止 と す る こ と が あ る 。   

① 重 要 な 経 歴 を 詐 称 し て 雇 用 さ れ た と き  

② 正 当 な 理 由 な く 無 断 欠 勤 ３ 日 以 上 に 及 び 、 出

勤 の 督 促 に 応 じ な か っ た と き  



 ③ 正 当 な 理 由 な く 無 断 で 、 し ば し ば 遅 刻 、 早 退

又 は 欠 勤 を 繰 り 返 し 、 ５ 回 に わ た っ て 注 意 を 受

け て も 改 め な か っ た と き  

 ④ 正 当 な 理 由 な く 、 し ば し ば 業 務 上 の 指 示 ・ 命

令 に 従 わ な か っ た と き  

 ⑤ 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ り 会 社 に 重 大 な 損 害

を 与 え た と き  

⑥ 会 社 内 に お い て 刑 法 そ の 他 刑 罰 法 規 の 各 規 定

に 違 反 す る 行 為 を 行 い 、 そ の 犯 罪 事 実 が 明 ら か

と な っ た と き （ 当 該 行 為 が 軽 微 な 違 反 で あ る 場

合 を 除 く 。）  

 ⑦ 素 行 不 良 で 著 し く 会 社 内 の 秩 序 又 は 風 紀 を 乱

し た と き  

⑧ 数 回 に わ た り 懲 戒 を 受 け た に も か か わ ら ず 、

な お 、 勤 務 態 度 等 に 関 し 、 改 善 の 見 込 み が な い

と 認 め ら れ た と き  



⑨ 職 責 を 利 用 し て 交 際 又 は 性 的 な 関 係 を 強 要 し

た と き そ の 他 第  13 条 に 違 反 し そ の 情 状 が 悪 質

と 認 め ら れ た と き  

 ⑩ 許 可 な く 職 務 以 外 の 目 的 で 会 社 の 施 設 、 物 品

等 を 使 用 し た と き  

 ⑪ 職 務 上 の 地 位 を 利 用 し て 私 利 を 図 り 、 又 は 取

引 先 等 よ り 不 当 な 金 品 を 受 け 、 若 し く は 求 め 、

又 は 供 応 を 受 け た と き  

 ⑫ 私 生 活 上 の 非 違 行 為 や 会 社 に 対 す る 誹 謗 中 傷

等 に よ っ て 会 社 の 名 誉 信 用 を 傷 つ け 、 業 務 に 重

大 な 悪 影 響 を 及 ぼ す よ う な 行 為 が あ っ た と き  

⑬ 会 社 の 業 務 上 重 要 な 秘 密 を 外 部 に 漏 洩 し て 会

社 に 損 害 を 与 え 、 又 は 業 務 の 正 常 な 運 営 を 阻 害

し た と き  

 ⑭ そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 程 度 の 不 適 切 な 行 為 が

あ っ た と き   



３  第 ２ 項 の 規 定 に よ る 従 業 員 の 懲 戒 解 雇 に 際 し 、

当 該 従 業 員 か ら 請 求 の あ っ た 場 合 は 、 懲 戒 解 雇 の 理

由 を 記 載 し た 証 明 書 を 交 付 す る 。  

 

 

 

 

附  則   

こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

 

 


